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第２回検討会における指摘事項に対する回答 
 

１ 資料２－１－２ 水素と天然ガス（ＣＮＧ）との物性の比較について 

 

【指摘事項１】シミュレーションの計算モデル、当時の設定条件及びデータ等を確認すること 

「燃料電池自動車用水素スタンドを給油取扱所に併設する場合の安全性に関する調査検討報告書」

（平成 16 年３月 危険物保安技術協会）における水素と CNG（メタン）の火災・爆発を想定した比較

シミュレーションでは、米国 SAFER 社の TRACE を使用している。 
（１）ＴＲＡＣＥの概要 

TRACE は、大気放出のアルゴリズムによる有害化学物質の影響、火災・爆発アルゴリズムによ

る放射熱及び爆風圧の影響等のシミュレーションを実施するソフトウェアである。 
 （２）条件の設定方法 

第２回検討会で示した水素と CNG（メタン）の火災・爆発を想定した比較シミュレーションで

は、TRACE を用いて、表１の条件を設定してシミュレーションを実施したことが確認できたが、

その条件の設定方法については、委託業者等に確認しても分からなかった。 
 

表１ シミュレーションの条件（再掲） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指摘事項２】物性に関する最新の文献等あれば確認すること 

水素と CNG（メタン）の拡散挙動等の差異を示す文献等については、燃料電池実用化推進協議会や

（一般財団法人）石油エネルギー技術センター、（一般社団法人）水素供給利用技術協会等に確認したが、

参考になる新たな資料はなかった。そのため、第２回検討会で提示した「水素と天然ガス（CNG）との

物性の比較について」は“参考”とさせていただく。 
また、水素と CNG（メタン）の物性については、「燃料電池自動車用水素スタンドを給油取扱所に併

設する場合の安全性に関する調査検討報告書」（危険物保安技術協会 平成 16 年３月）において、表２

のとおり比較されている。

項目 条件 
日照 
気温 
湿度 

放出箇所 
放出流量 
放出時間 
着火時間 
火災形態 
爆発形態 

天然ガス成分 

800W/㎡ 
40℃ 
70％ 
地表面上 
0.1,0.5,1,5,10,50,100NmP

3
P/min 

10min 
放出終了後 10 分経過した時点 
フラッシュ火災 
漏えい物質の化学量論的な蒸気雲爆発 
主成分であるメタンに置き換え 
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表２ 水素と CNG（メタン）の物性比較表 

 

※CNG はメタンを 81～99.6％含むため、CNG の主成分としてメタンと水素を比較する。 
（出典）「水素の物性と安全ガイドブック」（新エネルギー・産業技術総合開発機構 平成 15 年２月） 

「CNG 自動車用燃料供給施設を給油取扱所に併設等する場合の安全性に関する調査検討報告書」（危険物保安技術協会 平成７年３月） 
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２ 資料２－１－３ 圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドの高圧ガス保安法令上の差異及び水素

スタンドの近年の事故事例の考察について 

 

【指摘事項３】水素に対応した防爆構造、水素スタンドの防爆範囲等の基準を確認すること 

（１）圧縮水素スタンドに係る高圧ガス保安法令等の位置付け 

   圧縮水素スタンドに係る技術基準については、一般高圧ガス保安規則（昭和 41 年通商産業省令第

53 号。）第７条の３及びコンビナート等保安規則（昭和 61 年通商産業省令第 88 号）第７条の３に規

定されている。 
技術基準の詳細は、業界団体の自主基準等により補完して運用されており、ディスペンサー周辺の危

険箇所の区分や範囲等については、「ディスペンサー周辺の防爆基準」（JPEC-S 0004）に示されてい

る。 

 

図１ 圧縮水素スタンドに係る高圧ガス保安法令等の位置付け 

 

（２）危険箇所の区分の分類 

我が国では、防爆電気機器に関する規格として「電気機器防爆構造規格」（昭和44年労働省告示

第16号。以下「構造規格」という。）がある。構造規格における危険箇所は、爆発性雰囲気の存在

する時間と頻度に応じて分類することになっており、特別危険箇所、第一類危険箇所、第二類危険

箇所の三つの区分に分類される。 
 
特別危険箇所：爆発性雰囲気が通常の状態において、連続して又は長時間にわたって、若しくは

頻繁に存在する場所をいう。 
第一類危険箇所：通常の状態において、爆発性雰囲気をしばしば生成する可能性がある場所をいう。 
第二類危険箇所：通常の状態において、爆発性雰囲気を生成する可能性が少なく、また生成した場合

でも短時間しか持続しない場所をいう。 
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（３）水素ディスペンサー周辺の危険箇所の区分と範囲 

   「ディスペンサー周辺の防爆基準」（JPEC-S 0004）によると、圧縮水素スタンドにおけるディスペ

ンサー周辺の危険箇所の区分と範囲については、JIS C 60079-10：2008（爆発性雰囲気で使用する電

気機械器具 第 10 部：危険区域の分類）により算出することになっている。表３の「ディスペンサー

の設定条件」に示す放出源の総数と放出量の場合は、ア、イ及びウのとおりとなっている。 
なお、表３の条件に合致しない場合も、個別に計算することにより、危険箇所の区分と範囲を設定

することができる。 

表３ ディスペンサーの設定条件 

 
（出典）「ディスペンサー周辺の防爆基準 JPEC-S 0004（2014）」（一般財団法人石油エネルギー技術セ

ンター 平成 26 年４月３日改正） 
 

ア ディスペンサー内部の危険箇所 

  ディスペンサー内部は、構造規格に定める第一類危険箇所とする。その例図を図２に示す。 

 

※ディスペンサーの防爆範囲にホースは含まない。 

図２ ディスペンサー内部の危険箇所（例図） 

（出典）「ディスペンサー周辺の防爆基準 JPEC-S 0004（2014）」（一般財団法人石油エネルギー技術セ

ンター 平成 26 年４月３日改正）（以下図３・４も同じ。） 
 

イ ディスペンサー外部の危険箇所 

ディスペンサー外部の危険箇所は、本体の外面から周囲 60cm の範囲を構造規格に定める第二類

危険箇所とする。その例図を図３に示す。 
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※ディスペンサーの防爆範囲にホースは含まない。 

図３ ディスペンサー外部の危険箇所（例図） 

ウ 接続配管の危険箇所 

接続配管の危険箇所は、ねじ接合継手等の放出源の周囲 20cm の範囲を構造規格に定める第二

類危険箇所とする。その例図を図４に示す。 

 
図４ 接続配管の危険箇所（例図） 

 

（４）防爆構造の選定 

各危険箇所で求められる電気機器の防爆構造については、表４のとおり、危険箇所の種別によって

異なり、危険箇所に対応した防爆構造を選定する必要がある。 

表４ 電気機器の防爆構造の選定の原則 

 

（出典）「ディスペンサー周辺の防爆基準 JPEC-S 0004（2014）」（一般財団法人石油エネルギー技術セ

ンター 平成 26 年４月３日改正） 
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（５）可燃性ガスの危険特性について 

構造規格では、防爆電気機器の対象とする可燃性ガスを表５のとおり、その火炎逸走限界の値によ

って１、２及び３の３段階の「爆発等級」に分類し、更に表６のとおり、その発火温度の値によって、

G1、G2、G3、G4 及び G5 の５段階の「発火度」に分類している。構造規格による防爆電気機器にお

ける爆発等級及び発火度の記号は、当該電気機器が使用できるガス雰囲気を示すものであり、その記

号より小さい数値の爆発等級及び発火度の可燃性ガス蒸気内の使用も含め防爆性能が保証されてい

ることを示している。 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

表７ 代表的な可燃性ガスの爆発等級、発火度 

 

※CNG はメタン、エタン、プロパン等から成るガスであり、メタンを主成分（81～99.6％）

としている。 
（出典）「ディスペンサー周辺の防爆基準 JPEC-S 0004（2014）」（一般財団法人石油エネルギー技術セ

ンター 平成 26 年４月３日改正） 
 

【参考】「工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針 2008）」 

    独立行政法人労働安全衛生総合研究所発行の技術指針「工場電気設備防爆指針（国際規格に整合

した技術指針 2008）」（以下「技術指針」という。）は、平成 22 年８月 24 日厚生労働省通達（基発

0824 第２号）において、構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するた

めの基準として認められている。 
技術指針では、爆発性ガスを直接分類することはせず、工場・事業場用の防爆電気機器をグルー

プⅡと分類し（グループⅠは鉱山内で使用する防爆電気機器）、さらに、耐圧防爆構造及び本質安全

防爆構造の電気機器を、対応する爆発性ガスの爆発特性を考慮して、ⅡA、ⅡB、ⅡC に分類してい

る（表８、表９）。また、すべての電気機器について、対応する可燃性ガスの発火温度を考慮して、

T1、T2、T3、T4、T5 及び T6 の６段階の温度等級に分類している（表 10）。 

表５ 可燃性ガスの爆発等級の分類 表６ 可燃性ガスの発火度の分類 
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表 10 電気機器の温度等級に対応する可燃性ガス蒸気の分類 

 

※ ガソリン：防爆機器の分類→ⅡA、温度等級→T3 
水素：防爆機器の分類→ⅡC、温度等級→T1 

（出典）「労働安全衛生総合研究所技術指針 ユーザーのための工場防爆設備ガイド」（労働衛生総合研究

所 平成 24 年 11 月１日） 
 
【参考】給油取扱所における可燃性蒸気の滞留範囲について 

「給油取扱所に電気自動車用急速充電設備を設置する場合における技術上の基準の運用につい

て」（平成 24 年３月 16 日付け消防危第 77 号）において、給油取扱所内におけるガソリン等の可燃

性蒸気が滞留するおそれのある範囲を以下のとおり示している。 
（１）懸垂式以外の固定給油設備にあっては、固定給油設備の端面から水平方向６m までで、基礎又

は地盤面からの高さ 60cm までの範囲、かつ固定給油設備の周囲 60cm までの範囲（図５） 
 

 
図５ 固定給油設備（エアーギャップがない場合）の周囲の可燃性蒸気滞留範囲 

表８ 最大安全すきまに対応する防爆機器の分類 表９ 最小点火電流に対応する防爆電気機器の分類 
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（２）通気管の先端の中心から地盤面に下ろした垂線の水平方向及び周囲 1.5m までの範囲（図６） 

 
図６ 通気管の周囲の可燃性蒸気滞留範囲 

 

 
図７ 給油取扱所の可燃性蒸気滞留範囲（平面図） 

 

【指摘事項４】平成 23年、24年の経済産業省の検討での、70MPaでガス配管のピンホールによる火炎が

噴出した場合の火炎長のシミュレーション実験について追記すること 
70MPa 水素スタンドにおけるピンホールによる火災の影響については、「70MPa 水素スタンド技術

基準検討委員会報告書（高圧ガス保安協会（平成 23 年度））」において実験・シミュレーションを用いた

検証を行っており、以下にその結果を示す。 
（１）想定した火災 

ピンホールから漏洩した水素ガスに着火させた際に発生する拡散爆発及び噴出火災を想定し、爆

風圧、火炎長、輻射熱について、実験・シミュレーションを行っている。 
ピンホールの口径は 1.0mm（40MPa 水素スタンド時の実験・シミュレーションと同条件）に設

定し、噴出圧力 80MPa（82MPa）時の影響を確認している。 
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（２）実験シミュレーション結果 

70MPa 水素スタンドにおけるピンホール火災の実験・シミュレーション結果については、以下の

とおり。 
 

表 11 70MPaと 35MPa 水素スタンドの実験・シミュレーション結果の比較 

 35MPa 水素スタンドの 
実験・シミュレーション結果 

 70MPa 水素スタンドの 
実験・シミュレーション結果 

拡散爆発 爆風圧 
6m 地点で 0.2kPa 
(2m 地点で 1kPa 未満) 

 6m 地点で、0.4kPa 
(4m 地点で 1kPa) 

噴出火災 
火炎長 2.5m 

 80MPa の時、3.34m 
(82MPa の時、3.39m) 

輻射熱 
3.7m 地点で、 
1,080kcal/mP

2
Phr 

 約 5m 地点で、 
1,080kcal/mP

2
Phr 

 

 上記の高圧ガス保安協会による 70MPa 水素スタンドの検証結果を踏まえ、消防庁では、「圧縮水素充て

ん設備設置給油取扱所の安全対策に係る検討報告書（消防庁危険物保安室（平成 23 年度））」をとりまと

め、70MPa 水素スタンドを併設する給油取扱所について、以下の検討結果が得られている。 
「70MPa の水素充てん設備等については、高圧ガス保安法令に基づき性能規定的に充てん圧力に応じた

安全対策が講じられることから、従来の 35MPa の場合と同等の安全性が確保されると考えられる。この

ことから、給油取扱所に 70MPa の圧縮水素充てん設備を設置することについては、消防法令における付

加的な安全対策を講ずる必要はなく、現行の消防法令に規定される技術基準及び高圧ガス保安法令上の技

術基準に適合することにより、安全性は確保されるため、可能とすることが適当である。」 
 
なお、ガス配管からのピンホール火災について、危険物の規制に関する規則第 27 条の５第５項第３号

ト（３）にて「液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入

口への延焼を防止するための措置を講ずること。」とされており、平成 17 年３月 24 日付け消防危第 62 号

「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」において、ガス配管

の周囲に防熱板を設置すること等の安全対策が示されており、70MPa水素スタンドとの併設においても、

同様の安全対策が求められている。 
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３ 資料２－１－４ 固定給油設備に関する事故事例を踏まえた安全対策の検討について 

 

【指摘事項５】水素自動車と天然ガス自動車の安全弁作動時の状況について、それぞれの充塡圧を確認し、

70MPaのデータもあれば、提示すること 

資料に示した水素自動車と天然ガス自動車の比較実験については、「圧縮水素容器搭載自動車の火災

安全性―ガソリンおよび、天然ガス車との比較―」（平成 22 年度日本火災学会研究発表会概要集(2010)）
からの出典であり、水素自動車と天然ガス自動車のそれぞれの充塡圧は表 12 のとおり、水素自動車に

ついては約 35MPa、天然ガス自動車については約 21MPa である。 
 

表 12 PRD作動時問、容器内圧力、PRD近傍の温度のデータ 

  
（出典）「圧縮水素容器搭載自動車の火災安全性―ガソリンおよび CNG 車との比較―」（平成 22 年度日

本火災学会研究発表会概要集(2010)） 
 
なお、70MPa の水素自動車で確認したデータはないが、70MPa の水素自動車の安全弁は、35MPa の

水素自動車の安全弁と構造上同じものが一般的に設置されており、約 110℃で作動することは変わらな

い。 
 

【指摘事項６】水素自動車と天然ガス自動車の燃焼状況について、炎の明るさが違うので、自動車自体の

素材を確認すること 

出典元の「圧縮水素容器搭載自動車の火災安全性―ガソリンおよび、天然ガス車との比較―」（平成 22
年度日本火災学会研究発表会概要集(2010)）より、「供試車両には 1992－1995 年製のガソリン車（排気

量 1600 cc、セダンタイプ）を用いた。供試車両では、既存のガソリンタンクを取外し、トランクルーム

内にガス容器を設置した。」との記載があり、素材については具体的に言及されていないが、同じ条件下

で試験されたものである。 
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【指摘事項７】安全対策（フェーズ４）について、火炎が見えにくい等の水素特有の課題もあるので、

もう一度整理すること 

【指摘事項８】「火災危険性に差異がない」という表記、文言や表現（リスク・危険性等の使い方）につい

て整理すること 

水素火炎の視認の困難性等、水素特有の課題については、「水素ステーションにおける事故・災害発生

時等の対応に関する調査研究報告書」（2017 年３月全国危険物安全協会）において、消防活動の観点か

ら、燃料電池自動車（FCV）に係る水素ガス漏洩事故・対応要領（例）が示され、当該要領（例）では、

消防隊員が水素の炎に気づかず、活動中に炎にさらされ、受傷する可能性があることから、それらを考

慮し活動することが示されている。 
 停車スペースの共用化の検討においては、自動車が延焼媒体となり、併設される水素スタンドに延焼

する危険性を考慮する必要がある。このことについては、天然ガス自動車の停車スペース共用化に関す

る検討においても同様の危険性を考慮し、天然ガス自動車の下部にガソリンが流れ込まないための安全

対策を講ずることとされている。天然ガス自動車と燃料電池自動車の構造を比較した際、①充塡容器は

自動車下部に設置されている場合が多いこと、②充塡容器の安全弁は約 110℃で作動することという点

については共通していると考えられ、ガソリンが自動車下部に流れ込み、火災となった場合の自動車へ

の延焼シナリオは同様と考えられる（延焼後においては、天然ガスと水素ガスでは、火炎の見えにくさ

等の違いはあると考えられる）。このことから、天然ガス自動車の停車スペース共用化を検討した際の事

故進展フェーズ及び各フェーズに対応した安全対策の考え方を参考にすることができると考えられる。 


